
令和３年９月１７日 

 

議会運営委員会の概要 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催について 

 ・議事調査課長から、別紙「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催について

（案）」のとおり開催する旨の説明があり、了承された。 

 

２ 議事日程第１号について 

・議事調査課長から、資料「会議順序表」、「議事日程」等により本日の日程について説明

があり、了承された。 

 

３ その他 

（１）「令和４年度県政運営の基本的考え方（案）」について 

・みらい企画創造部長から、資料「令和４年度県政運営の基本的考え方（案）につい

て」により報告があった。 

 

（２）職員の逮捕事案について 

 ・総務部長から、資料「職員の逮捕事案について」により報告があった。 

【発言概要、質疑等】 

（木村委員） ５月から休んでいると聞いたが、上司による状況確認などどういう対応を行ってきた

のか。また、これまでの同様の事例を踏まえて予知できなかったのか。 

    ⇒（総務部長）所属長が月１回電話で状況を確認していた。他でも同様の事例が無いか、あ

らためて所属長に確認し、該当者がいる場合は適切な対応をするようお願いしている。予知

兆候は所属でも気付くことができなかった。今後、より踏み込んで対応することを検討して

いく。 

 

（３）その他 

【発言概要、質疑等】 

（舩山委員） ９月定例会中に副知事の人事案件を提出するとのことだが、いつ提出するのかなど 

予定について聞かせてほしい。 

     ⇒（総務部長）議会側と相談しながら、人選等の調整が整い次第なるべく早く提案したい。 

（楳津委員） 副知事不在が半年近く続いており、多くの県民が心配している。副知事の選任理由を

知事自身が説明する場、議論する場が必要である。このことを知事に伝えてほしい。 

    ⇒（総務部長）知事にしっかり伝えたい。 

 



４ 次回議運開催日時 

  ９月２２日（水）午前１０時 

 

５ 本日の開議時刻 

 ・議会運営委員会終了後、直ちに開議されることが決定された。 



議 会 運 営 委 員 会 協 議 事 項  

 

令和３年９月 17 日（金） 

午 前 10 時  

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催について 

 

２ 議事日程第１号について 

 

３ その他 

 

４ 次回議運開催日時 

  ９月 22 日（水）午前 10 時 

 

５ 本日の開議時刻 

 



新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催について(案)

開催日時

令和3年9月29日 0拘

2 場所

予算特別委員会室

3 調査事件

新型コロナウイルス感染症対策等について

予算特別委員会終了後

(午後2時30分頃から1時間程度)

4 内容

山形大学医学部附属病院検査部部長森兼啓太氏からの意見聴取



[議事日程第1号]

1 0 議会運営委員会

(議事日程第1号、その他)

議

2

く開

順

0 理事者新任のあいさつ

0 諸般の報告

(1)閉会中の委員の選任及び辞任

(2)議員派遣の決定

(3)議案・'附属書類等の送付

議

序

議事順序

開議>

表

3 0 会議録署名議員の指名

0 会期の決定

令和3年9月17日(金)

4 0 議案上程

(議第124号から議第144号までの2 U村

0 知事説明

採決方法

く散 >

会

会

会

会



会議録署名議員の指名

会期の決定

議第124号令和3年度山形県一般会計補正予算(第5号)

議第125号令和3年度山形県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)

議第126号令和3年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第1号)

議第127号令和3年度山形県病院事業会計補正予算(第2号)

議第128号山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議第129号山形県流域下水道条例の一部を改正する条例の制定について

議第130号山形県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定

について

議第131号漁港事業に要する費用の一部負担について

議第132号防災減災事業等に要する費用の一部負担について

議第133号河川内水利施設適正化事業等に要する費用の一部負担について

議第134号都市計画街路事業に要する費用の一部負担について

議第135号流域下水道の建設事業に要する費用の一部負担について

議第136号港湾事業に要する費用の一部負担について

議第137号急傾斜地崩壊対策事業に要する費用の一部負担について

議第138号小型船舶用自走式ホイストの取得について

議第139号山形県郷士館等の指定管理者の指定について

議第H0号健康の森公園の指定管理者の指定について

議第H1号山形県金峰少年自然の家の指定管理者の指定について

議第142号権利の放棄について

議第H3号東京電カホールディングス株式会社福島第一原子力発電所及び同社福島第二

原子力発電所の事故に基づき生じた損害賠償の和解のあっせんの申立てにつ

いて

議第H4号山形県教育委員会委員の任命について

議 事

令和3年9月

日

17

程(

日(金)午前1

第 1 号)

0時開議

第 23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

第
第
第
第
第
第
第
第
第
.
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
2
2
2



0令和3年7月2日議決分の変更

番号

34

酒田看護専門学校学生と県議会議員との意見交換会
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員名高橋淳、遠藤寛明、柴田正人、楳津博士(4)

※上記意見交換会を中止したため議員派遣を取り消すもの
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令和３年９月１７日 

みらい企画創造部 

 

 

令和４年度 県政運営の基本的考え方（案）について 

 

 

１ 目 的 

来年度における予算編成や組織機構等の検討に先立ち、「令和４年度 

県政運営の基本的考え方（案）」を示し、広く意見を聴取するもの 

 

２ 内 容 

   別紙資料「令和４年度 県政運営の基本的考え方（案）」のとおり 

 

 

（ 参 考 ） 

９月～１０月上旬  

県議会及び県民等〔パブリックコメント・市町村への照会〕から 

意見聴取 

 

  １０月中旬 

「令和４年度 県政運営の基本的考え方」決定 

 



令和４年度 県政運営の基本的考え方（案）

施策展開にあたり重視・強化する視点 「
人
と
自
然
が
い
き
い
き
と
調
和
し
、
真
の
豊
か
さ
と
幸
せ
を
実
感
で
き
る
山
形
」

第4次山形県総合発展計画の推進 基本目標

分
散
型
社
会
を

先
取
り
す
る

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
実
現
に
貢
献
す
る

～
持
続
可
能
な
「
や
ま
が
た
」
～

１ 「子育てするなら山形県」の実現

２ 「健康⾧寿日本一」の実現

３ 県民幸せデジタル化

４ 「１人当たり県民所得」の向上

５ やまがた強靭化

新型コロナの感染拡大は社会経済環境を大きく変えており、第４次山形県総合発展計画に掲げた基本目標や政策の柱は引き続き本県の重要な課題であるものの、計画策定時（令和２年
３月）以上に加速若しくは深掘りすべき分野・施策が明確となった。
よって、新型コロナで顕在化した課題や、新たな成⾧分野への挑戦等にも迅速に対応するため、本基本的考え方に基づき、ウィズコロナ・ポストコロナの県づくりを推進する。

コ
ロ
ナ
克
服
・
山
形
経
済
再
生
へ
（
コ
ロ
ナ
の
教
訓
を
成
長
の
糧
に
）

１ 次代を担い地域を支える人材の育成・確保

２ 競争力のある力強い農林水産業の振興・活性化

３ 高い付加価値を創出する産業経済の振興・活性化

４ 県民が安全・安心を実感し、総活躍できる社会づくり

５ 未来に向けた発展基盤となる県土の整備・活用

顕在化した課題や新たな成⾧分野への挑戦等（総合発展計画「政策の柱」ごとの主な方向性）

・感染拡大等に伴い減少傾向にある婚姻や出産における不安の解消
・地方への人の流れを見据えた人材誘致・定着の促進

・需要や消費行動の変化に対応した農林水産物等のｅコマース等による販路拡大
・地方回帰の動きを捉えた新規就業者等の確保

・観光業や飲食業等における新しい生活様式に対応した業態転換等の促進
・リスクに対応できるサプライチェーンの再構築や企業連携による新事業展開

・感染拡大局面でも県民が安心できる医療・介護提供体制の確保
・テレワークなどＩＣＴを活用した新しい働き方の促進

・移動自粛に伴い減少した交通需要やまちの賑わいの回復促進
・気候変動対策や持続可能性を重視した地域社会づくりの推進

○ 安心して子育てできる環境の整備
○ 質の高い教育環境の整備
○ 若者・女性の就業環境の整備と女性の賃金向上
○ 地域資源を活用した移住・定住の促進、関係人口の拡大
○ 文化芸術・スポーツに親しむ環境づくり

○ 新しい生活様式にも対応した健康づくり・予防医療の促進
○ 新型コロナへの対応強化やデジタル技術の活用など
安定的な医療・介護提供体制の確保

○ 障がい者等の就労や多様な社会参加の促進

○ すべての県民がデジタル化の恩恵を受けられる社会づくり
○ 住民の利便性向上を最優先したデジタル化の推進
○ 産業分野におけるデジタル化の加速

○ 先端技術やビジネス関係人口の活用等による産業構造の転換
○ スタートアップ支援等による雇用の創出
○ 農林業をけん引する高度な人材の育成
○ 全国に誇る「果樹王国やまがた」の再生・強靭化
○ カーボンニュートラルに貢献する「森林ノミクス」の加速
○ 水産業の成⾧産業化と漁業人材の育成
○ マイクロツーリズムやワーケーションをはじめとする
新たな観光需要への対応など観光・交流の拡大

○ 流域治水などソフト・ハード両面における防災力の強化
○ 地方分散等を見据えた交通ネットワークの整備や
利活用の促進、新たな交通需要の創出

○ 地域公共交通の利便性向上
○ カーボンニュートラルの実現に向けた取組みの推進

社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

（
強
靭
性
）
を
高
め
る

本県を取り巻く情勢、時代の潮流

新型コロナの感染拡大による社会への影響

・少子高齢化を伴う人口減少の加速 ・価値観の多様化（心の豊かさ等）
・社会経済のグローバル化の進展 ・技術革新やデジタル化の加速
・自然災害の頻発・激甚化 ・地球環境への意識の高まり
・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成に向けた取組みの進展

・医療提供体制のひっ迫と医療機関・従事者の負担増加
・宿泊や飲食等を中心とした国内消費の減少、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ需要の激減
・雇用環境の悪化、格差・貧困の拡大、社会的つながりの希薄化
・ひとり親家庭など女性を取り巻く環境の悪化
・学校の臨時休業や活動制限等による教育機会の損失
・伝統行事や文化芸術活動、スポーツイベント等の活動制限 など
・新しい生活様式の実践に伴う新たな需要の創出・拡大
・ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）の進展による新たな消費スタイルや
働き方の普及、企業の成⾧機会の拡大

・人々の意識や価値観の変化（地方での暮らしや仕事への関心の高まり等） など

プラス面

マイナス面

…「人口減少への対策」が構造的な課題



 



 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

参考資料 

  



令和３年９月１７日 

総 務 部 

 

 

職員の逮捕事案について 

 

 

１ 当事者 

  最上総合支庁産業経済部 

家畜保健衛生課課長補佐（総括・技術統括担当） 

      伊 藤 博 康（いとう ひろやす）（５６歳・男性） 

 

 

２ 事案の概要 

○ 令和３年９月１１日（土）午後１時１９分ごろ、山形市南栄町三丁目

地内の市道において、呼気１リットルにつき、0.25 ミリグラム以上のア

ルコールを身体に保有する状態で普通乗用自動車を運転した容疑により、

同日、午後９時５０分に通常逮捕された。 

○ 令和３年９月１３日（月）に送検され、現在、勾留中。 

 

 

 

以 上 


